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 ⑰

　
前
回
お
話
し
ま
し
た
休
業
期
間
中
の
所
得
補
償

で
あ
る
休
業
（
補
償
）
給
付
は
、
受
給
期
間
が
長

引
く
と
一
定
の
要
件
の
も
と
、
傷
病
（
補
償
）
年

金
に
切
り
替
え
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
今
回
は
、
こ
の
傷
病
（
補
償
）
年
金
に
つ

い
て
、
詳
し
く
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

③
傷
病
（
補
償
）
年
金
　

●
支
給
要
件

　
傷
病
（
補
償
）
年
金
は
、
業
務
上
又
は
通
勤
途

中
の
災
害
に
よ
り
、
負
傷
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た

労
働
者
が
療
養
の
開
始
後
一
年
六
ヵ
月
を
経
過
し

た
日
又
は
同
日
後
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
状
態
が

継
続
し
て
い
る
間
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
１
）
負
傷
又
は
疾
病
が
治
っ
て
い
な
い
こ

と

（
２
）
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
る
障
害
の
程
度

が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
傷
病

等
級
（
第
一
級
〜
第
三
級
）
に
該
当

す
る
こ
と

　
な
お
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
は
、
休
業
（
補
償
）

給
付
と
切
り
替
え
て
支
給
さ
れ
ま
す
の
で
、
両
者

が
併
給
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

両
者
と
も
治
療
を
目
的
と
す
る
療
養
（
補
償
）
給

付
と
は
併
給
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
傷
病
（
補

償
）
年
金
が
支
給
さ
れ
た
後
、
症
状
が
快
方
に
向

か
い
傷
病
等
級
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
も
の
の
依

然
と
し
て
治
療
が
必
要
な
場
合
は
、
再
度
、
休
業

（
補
償
）
給
付
に
切
り
替
え
ら
れ
て
支
給
さ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
支
給
額

　
傷
病
（
補
償
）
年
金
は
、
傷
病
等
級
に
応
じ
、

次
の
年
金
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

傷
病
等
級
　
第
一
級

＝
給
付
基
礎
日
額
の
三
一
三
日
分

傷
病
等
級
　
第
二
級

＝
給
付
基
礎
日
額
の
二
七
七
日
分

傷
病
等
級
　
第
三
級

＝
給
付
基
礎
日
額
の
二
四
五
日
分

　
な
お
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
は
、
障
害
（
補
償
）

年
金
の
第
一
級
〜
第
三
級
の
年
金
額
と
同
額
に
な

り
ま
す
。

●
支
給
手
続

　
傷
病
（
補
償
）
年
金
は
、
労
働
基
準
監
督
署
長

の
職
権
に
よ
り
支
給
決
定
さ
れ
る
給
付
で
す
。
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
療
養
開
始
後
１
年
六

ヵ
月
を
経
過
し
た
日
に
傷
病
が
治
っ
て
い
な
い
長

期
療
養
者
に
対
し
、
一
ヵ
月
以
内
に
「
傷
病
の
状

態
等
に
関
す
る
届
書
」
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
傷

病
（
補
償
）
年
金
の
支
給
に
切
り
替
え
る
か
、
又

は
引
き
続
き
休
業
（
補
償
）
給
付
を
支
給
す
る
か

を
決
定
し
ま
す
。
傷
病
（
補
償
）
年
金
を
支
給
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
後
、
毎
年
五

月
三
十
一
日
（
一
月
か
ら
六
月
生
ま
れ
の
者
）
又

は
十
月
三
十
一
日
（
七
月
か
ら
十
二
月
生
ま
れ
の

者
）
ま
で
に
定
期
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
の
報
告
書
に
よ
っ
て
、
障
害
の
程
度

が
認
定
さ
れ
、
継
続
し
て
傷
病
（
補
償
）
年
金
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
一
方
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
の
要
件
を
満
た
さ

ず
、
引
き
続
き
休
業
（
補
償
）
給
付
を
支
給
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
労
働
者
か
ら
は
、
毎
年
一
月
一

日
か
ら
末
日
ま
で
の
休
業
（
補
償
）
給
付
の
請
求

書
を
提
出
す
る
際
に
、
そ
の
請
求
書
に
添
え
て
「
傷

病
の
状
態
等
に
関
す
る
報
告
書
」
を
提
出
し
て
も

ら
い
傷
病
（
補
償
）
年
金
の
支
給
決
定
の
要
否
を

決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●
打
切
補
償
と
の
関
係
　

　
労
働
基
準
法
第
十
九
条
で
は
、
「
使
用
者
は
労

働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
又
は
、
疾
病
に
か
か
り

療
養
の
た
め
休
業
す
る
期
間
及
び
そ
の
後
三
〇
日

間
は
解
雇
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
療
養
開
始
後
三
年
を
経
過
し
て

も
傷
病
が
治
ら
ず
、
治
療
中
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

使
用
者
は
一
、
二
〇
〇
日
分
の
平
均
賃
金
を
支
払

え
ば
、
そ
の
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
解
雇
制
限
が
解
除
さ
れ
ま

す
。
こ
の
一
、
二
〇
〇
日
分
の
平
均
賃
金
の
支
払

い
を
打
切
補
償
と
い
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
傷
病
（
補
償
）
年
金
で
す
が
、
次

に
該
当
す
る
場
合
は
打
切
補
償
が
支
払
わ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
日
に
解
雇
制
限
が
解
除
さ

れ
ま
す
。

（
１
）
負
傷
又
は
疾
病
に
係
る
療
養
の
開
始

後
三
年
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
、

傷
病
補
償
年
金
を
受
け
て
い
る
場
合

は
、
当
該
三
年
を
経
過
し
た
日

（
２
）
負
傷
又
は
傷
病
に
係
る
療
養
の
開
始

後
三
年
を
経
過
し
た
日
後
に
お
い

て
、
傷
病
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
は
、
傷
病
補
償
年
金

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
日

　
な
お
、
解
雇
制
限
は
「
業
務
上
の
負
傷
又
は
疾

病
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
通
勤
災
害
で
あ

る
傷
病
年
金
と
打
切
補
償
の
関
係
は
特
に
規
定
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

■事務局からのFAX、
　不都合ございませんか？

この「アグリビジネス経営塾」をはじめ、

アンケート等々、様々なご連絡をFAX送信
させて頂いておりますが、この頃「事務局

からのFAXがちゃんと受信できない」旨の
ご連絡を、幾つかの会員様から頂きました。

　原因は、５月の事務局引っ越しに伴い、

FAX回線をアナログからデジタルに変換し
たためではないかと思われます。ご迷惑を

おかけしまして、大変申し訳ございません。

　もし、「事務局からのFAXがまともに受
信できない」等の症状がございましたら、

恐れ入りますが事務局までご一報をお願い

いたします。

　ご送付方法を郵送等に変更いたします。

　今後とも宜しくお願い申し上げます。

◇９月１９日・２０日
　　コンサルタント研修会／６０法人研修会
◇９月２６日・２７日
　　九州・沖縄ブロック研修会
◇９月２８日
　　農業法人合同会社説明会（大阪）
◇１０月５日
　　農業法人合同会社説明会（東京）
◇１０月２１・２２日
　　関東ブロック農業法人等交流会

今後のスケジュール


